
２０２５年１０月１日 

 

事業主及び研修担当者 様 

福知山市総務部契約監理課 

 

 

企業等における人権研修・人権啓発の取組の実施について（依頼） 

 

 

 錦秋の候 あなた様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から本市市政の推進につきまして、格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、近年、企業活動のグローバル化が進むことに伴い、企業活動における人権尊重の

取組への注目や事業者の社会的責任（ＣＳＲ）への関心が高まっています。 

２０１１（平成２３）年の国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」や２０２０（令

和２）年の国の「『ビジネスと人権』に関する行動計画（２０２０-２０２５）」等により、

行政だけでなく、事業者や社会全体において、「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識

向上が求められています。 

本市では、２０２３（令和５）年４月に施行した「福知山市人権尊重推進条例」及び「第

４次福知山市人権施策推進計画」に基づき、全ての市民の人権が尊重された社会の実現を

めざしています。中でも事業者は、市が行う人権施策に協力するとともに、事業活動を行

う上においてあらゆる差別の解消に努めるものと条例に定めており、企業や職場において

の人権推進の取組は社会からの信頼と企業の発展に、ひいては人権が尊重された社会の実

現につながる重要なものであると考えています。 

 つきましては、各事業所様におかれましても、事業所内での人権研修の実施や人権啓発

事業への参加等を通じて、お互いの人権が尊重される職場づくりに御協力いただきますよ

うお願いします。 

記 

１ 送付資料について 

・アンケートのお願い 

・「人権への取組」 

 

 

【問合せ先】 

福知山市総務部契約監理課   TEL：0773-24-7043 

福知山市市民生活部人権推進室 TEL：0773-24-7021 

 


